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国
有
畦
畔
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

財
務
省
が
「
国
有
畦
畔
」
と
称
し
、
国
有
財
産
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す

る
。

一

「
国
有
畦
畔
」
の
具
体
的
な
定
義
及
び
そ
の
根
拠
は
何
か
。

二

「
国
有
畦
畔
」
が
国
有
財
産
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
「
法
令
の
規
定
」
は
何
か
。

国
有
畦
畔
の
問
題
は
、
財
務
省
の
み
で
は
な
く
、
法
務
省
及
び
会
計
検
査
院
も
関
与
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

右
質
問
す
る
。


